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主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

教
育
委
員
会
規
則 

○ 

総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

公
安
委
員
会
規
則 

○ 

千
葉
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

 
 

告 
 

示 

○ 

国
定
公
園
の
公
園
事
業
の
決
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

○ 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
変
更
許
可
申
請
書
の
提
出
及
び
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

○ 

都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
（
二
件
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

○ 

国
土
調
査
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

○ 

土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
の
変
更
認
可
（
二
件
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

 
 

公 
 

告 

○ 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

○ 

都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
の
縦
覧
（
二
件
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

○ 

都
市
計
画
高
度
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

○ 

都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七 

○ 

都
市
計
画
高
度
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

入
札
公
告
（
三
件
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

教

育

委

員

会

規

則 

 

総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

 

伊 

藤 
 

 
 

潔 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号 

 
 

 

総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
平
成
十
一
年
千
葉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

千
葉
県
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則 

 

第
一
条
中
「
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
（
」
を
「
千
葉
県
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
管
理
等
に
関
す

る
条
例
（
平
成
二
十
年
千
葉
県
条
例
第
二
十
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
及
び
第
十
条
の

規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
（
」
に
改
め
、
「
及
び
千
葉
県
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

タ
ー
東
総
運
動
場
」
を
削
る
。 

 

第
十
一
条
中
「
所
長
が
」
を
「
教
育
委
員
会
が
別
に
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。 

 

第
十
条
前
段
中
「
使
用
者
」
を
「
利
用
者
」
に
、
「
滅
失
し
」
を
「
損
傷
し
」
に
、
「
所
長
」
を
「
教

育
長
」
に
改
め
、
同
条
後
段
中
「
滅
失
し
」
を
「
損
傷
し
」
に
、
「
所
長
」
を
「
教
育
長
」
に
改
め
、
同

条
を
第
十
三
条
と
す
る
。 

 

第
九
条
の
見
出
し
中
「
使
用
許
可
」
を
「
利
用
許
可
」
に
改
め
、
同
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
所

長
は
、
使
用
者
」
を
「
指
定
管
理
者
は
、
利
用
者
」
に
、
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
、
第

九
条
第
一
項
又
は
第
十
条
第
一
項
」
に
、
「
使
用
の
」
を
「
利
用
の
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
使
用

許
可
」
を
「
利
用
許
可
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
五
条
第
五
項
及
び
第
九

条
第
三
項
（
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す

る
。 

 

第
八
条
の
見
出
し
中
「
使
用
者
」
を
「
利
用
者
」
に
改
め
、
同
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
使
用
す

る
」
を
「
利
用
す
る
」
に
、
「
使
用
者
」
を
「
利
用
者
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
使
用
を
」
を
「
利

用
を
」
に
、
「
使
用
し
な
い
」
を
「
利
用
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に

「
の
施
設
又
は
器
具
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
使
用
者
」
を
「
利
用
者
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中

「
所
長
」
を
「
指
定
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

 

第
七
条
の
見
出
し
中
「
使
用
許
可
等
」
を
「
利
用
等
の
許
可
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。 

 
 

第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
運
動
施
設
内
に
お
い
て
売
店
施
設
を
利
用
し
、
仮
設
の
売
店
を
設

置
し
、
又
は
販
売
員
に
よ
り
移
動
し
て
物
品
を
販
売
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
指
定
管
理
者
の
許
可
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
七
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
」
に
、
「
教
育
委
員
会
教

育
長
」
を
「
教
育
長
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え

る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
千
葉
県
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
売
店
施
設

利
用
等
許
可
申
請
書
（
別
記
第
二
号
様
式
）
を
指
定
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 
第
一
項
の
許
可
に
は
、
セ
ン
タ
ー
の
管
理
上
必
要
な
範
囲
内
で
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
七
条
を
第
九
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
園
地
等
の
利
用
の
許
可
） 

第
十
条 

園
地
等
（
運
動
施
設
以
外
の
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
次
の

各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
指
定
管
理
者
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

物
品
の
販
売
、
募
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
。 

 

二 

業
と
し
て
写
真
又
は
映
画
を
撮
影
す
る
こ
と
。 

 

三 

興
行
を
行
う
こ
と
。 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

平

成

20

年

8

月

29

日

定 
 

例 



 
 

 

二 
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四 

競
技
会
、
展
示
会
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
催
し
の
た
め
園
地
等
の
全
部
又
は
一
部
を
独
占
し
て

利
用
す
る
こ
と
。 

２ 
前
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
千
葉
県
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
園
地
等
利

用
許
可
申
請
書
（
別
記
第
三
号
様
式
）
を
指
定
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
許
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

第
六
条
の
見
出
し
中
「
使
用
」
を
「
利
用
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
施

設
」
を
「
運
動
施
設
」
に
、
「
使
用
し
よ
う
」
を
「
利
用
し
よ
う
」
に
、
「
使
用
す
る
」
を
「
利
用
す

る
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
使
用
し
よ
う
」
を
「
利
用
し
よ
う
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
使
用

券
」
を
「
利
用
券
」
に
、
「
施
設
」
を
「
運
動
施
設
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
使
用
す
る
」
を
「
利

用
す
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
中
「
回
数
使
用
料
金
」
を
「
回
数
利
用
料
金
」
に
改
め
、
「
（
別
記
第
四
号
様
式
）
」

を
削
り
、
「
使
用
券
」
を
「
利
用
券
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。 

 

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
利
用
券
及
び
超
過
利
用
券
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
施
設
」
を
「
運

動
施
設
」
に
、
「
使
用
券
（
別
記
第
二
号
様
式
）
」
を
「
利
用
券
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
使
用
券

に
」
を
「
利
用
券
に
」
に
、
「
使
用
時
間
」
を
「
利
用
時
間
」
に
、
「
施
設
」
を
「
運
動
施
設
」
に
改

め
、
「
及
び
水
泳
場
」
を
削
り
、
「
超
過
使
用
券
（
別
記
第
三
号
様
式
）
」
を
「
超
過
利
用
券
」
に
、

「
使
用
券
の
」
を
「
利
用
券
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
使
用
券
又
は
超
過
使
用
券
」
を
「
利
用
券

又
は
超
過
利
用
券
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
施
設
」
を
「
運
動
施
設
」
に
、
「
所
長
」
を
「
指
定
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
本
文
中
「
使
用
開
始
の
三
日
前
ま
で
に
専
用
使
用
許
可
申
請
書
」
を
「
利
用
開
始
の
日
の
二
月
前
の

日
の
属
す
る
月
の
初
日
か
ら
利
用
開
始
の
日
の
三
日
前
（
ス
ポ
ー
ツ
科
学
セ
ン
タ
ー
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

ル
ー
ム
（
以
下
「
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
一
月
前
）
ま
で
に
、
千
葉
県
総

合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
専
用
使
用
許
可
申
請
書
」
に
、
「
所
長
」
を
「
指
定
管
理
者
」
に
改
め
、
同
項
た

だ
し
書
を
削
り
、
同
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
所
長
」
を
「
指
定
管
理
者
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
管
理
者
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
に
規

定
す
る
期
間
以
外
で
あ
っ
て
も
同
項
の
申
請
書
を
受
け
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
三
条
を
第
五
条
と
し
、
第
二
条
第
一
項
第
四
号
中
「
セ
ン
タ
ー
の
長
（
以
下
「
所
長
」
と
い

う
。
）
」
を
「
指
定
管
理
者
」
に
、
「
認
め
た
」
を
「
認
め
て
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
定
め

た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
所
長
が
」
を
「
指
定
管
理
者
は
、
」
に
改
め
、
「
場
合
は
、
」
の
下
に

「
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
」
を
加
え
、
「
あ
る
」
を
「
で
き
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と

し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 

（
指
定
管
理
者
の
指
定
の
告
示
） 

第
二
条 

千
葉
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
指

定
管
理
者
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の

と
す
る
。 

 

（
利
用
時
間
） 

第
三
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
運
動
施
設
を
利
用
で
き
る
時
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お

り
と
す
る
。 

 

一 

陸
上
競
技
場
、
第
二
陸
上
競
技
場
、
野
球
場
、
軟
式
野
球
場
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
場
、
庭
球
場
、

サ
ッ
カ
ー
・
ラ
グ
ビ
ー
場
及
び
弓
道
場 

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

 

二 

ス
ポ
ー
ツ
科
学
セ
ン
タ
ー
、
体
育
館
、
武
道
館
及
び
宿
泊
研
修
所
（
宿
泊
施
設
を
除
く
。
） 

午

前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で 

２ 

指
定
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委
員
会
の

承
認
を
受
け
て
利
用
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                          



  

三 
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別
 

記
 

第
一

号
様

式
（

第
五
条
第

二
項

）
 

千
葉

県
総

合
ス

ポ
ー

ツ
セ

ン
タ
ー

専
用

使
用

許
可

申
請
書
 年
 

 
月
 
 

日
 

 

 
 

 
千

葉
県

総
合

ス
ポ

ー
ツ

セ
ン
タ

ー
指

定
管

理
者

 
様

 

住
所

又
は

所
在

地
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

申
請

者
 
氏

名
又

は
名

称
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

及
び

代
表

者
氏

名
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

総
合
ス
ポ

ー
ツ

セ
ン

タ
ー
管

理
規

則
第

５
条

第
１

項
の
規

定
に

よ
り
、
千

葉
県

総
合
ス

ポ
ー

ツ
セ

ン
タ

ー
の
運
動

施
設

（
器

具
）
の

専
用

使
用

の
許

可
を

受
け
た

い
の

で
、
次
の

と
お

り
申
請

し
ま

す
。

 

使
用

す
る

運
動

施
設
 

 

使
用

目
的
 
 

使
用

者
区

分
 
 

使
用

に
係

る
 

団
体

等
の

人
員
 

人
 

 
 

 

使
用

日
時
 

 
 

 
 

 
年
 
 

 
月

 
 

 
日
 

 
 
時
 

 
 

分
か

ら
 

 
 

 
 

 
年
 
 

 
月

 
 

 
日
 

 
 
時
 

 
 

分
ま

で
 

品
 

 
名

 
 

数
 

量
 

使
用

す
る

器
具
 

の
品

名
等
 

使
用

場
所

 
 

利
用

料
の

額
 

円
 

 
 

 

連
絡

先
 
住

 
所
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

氏
 

名
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
電

話
番
号
 

備
考
 
 

注
 

個
人
が

申
請
す

る
場

合
は

、
申
請

者
の

氏
名
を
自

署
す

る
こ
と

に
よ

り
、
押
印

を
省

略
す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

○ 印

第
二

号
様

式
（

第
九

条
第

二
項

）
 

千
葉

県
総

合
ス

ポ
ー

ツ
セ

ン
タ

ー
売
店

施
設

利
用

等
許

可
申

請
書

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

総
合

ス
ポ

ー
ツ

セ
ン
タ

ー
指

定
管

理
者

 
様

 

住
所

又
は

所
在

地
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
申

請
者
 
氏

名
又

は
名

称
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
及

び
代
表

者
氏

名
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

千
葉

県
総

合
ス

ポ
ー

ツ
セ

ン
タ

ー
管
理

規
則
第
９
条
第

１
項

の
規
定

に
よ

り
、

運
動

施
設

内
に
お
け

る
売

店
施

設
の

利
用

等
の

許
可

を
受
け

た
い
の
で
、
次

の
と

お
り

申
請
し

ま
す

。
 

申
請

区
分

 
１

 
売

店
施

設
の

利
用

 
 

 
 
２

 
仮

設
の

売
店

の
設

置
 

 
３

 
販

売
員

に
よ

る
移

動
販

売
 

物
品

の
販

売
を

し
よ

う
と

す
る

運
動

施
設

 

利
用

等
の

目
的

 

販
売

箇
所

又
は

移
動

販
売

従
事

者
の

数
箇

所
（
人

）
 

 
 

 
 

利
用

等
の

期
間

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

か
ら

 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

ま
で

 
日

間
 

 

売
店

利
用

料
の

額
円

 
 
 

 
 

備
考

 

注
 １
 

「
申

請
区

分
」

欄
は

、
該

当
す
る
番
号

を
○

で
囲

む
こ

と
。

 

２
 

個
人

が
申

請
す

る
場

合
は

、
申
請

者
の

氏
名

を
自

署
す

る
こ
と

に
よ

り
、

押
印

を
省

略
す
る
こ

と
が

で
き

る
。

 

○ 印
 



 
 

 

四 

千 葉 県 報 第１２３３４号 平成 20 年 8 月 29 日 (金曜日)
 

 
 

 

                                   

 

別
記
第
四
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
五
項
の
規
定
は
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
改
正
前
の
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

管
理
規
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
又
は
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
の

長
（
以
下
「
所
長
」
と
い
う
。
）
が
し
た
許
可
又
は
所
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
は
、
施
行
日
以
後

に
お
い
て
は
、
改
正
後
の
千
葉
県
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と

い
う
。
）
第
五
条
又
は
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
が
し
た
許
可
又
は
指
定
管
理
者
に
対
し
て

な
さ
れ
た
申
請
と
み
な
す
。 

３ 

施
行
日
前
に
改
正
前
の
規
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
回
数
券
の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
回
数
券
に
係
る
利
用
券
の
交
付
が
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
と
き
は
、
当
該
回
数
券
は
改
正

後
の
規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
か
ら
交
付
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。 

４ 

施
行
日
前
に
、
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
も
、
当

分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
準
備
行
為
） 

５ 

改
正
後
の
規
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
管
理
者
の
指
定
を
し
た
旨
の
告
示
は
、
施
行
日
前
に
お

い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

公

安

委

員

会

規

則 

              

第
三

号
様

式
（
第

十
条
第

二
項
）

 

千
葉

県
総

合
ス
ポ
ー

ツ
セ

ン
タ

ー
園
地

等
利

用
許

可
申
請
書

 

年
 

 
月

 
 

日
 
 

 

 
 

 
千

葉
県

総
合

ス
ポ

ー
ツ
セ

ン
タ

ー
指

定
管

理
者

 
様

 

住
所

又
は

所
在

地
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
申

請
者
 
氏

名
又

は
名

称
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
及

び
代
表

者
氏

名
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

千
葉

県
総

合
ス

ポ
ー

ツ
セ
ン
タ

ー
管
理

規
則

第
1
0
条
第

１
項

の
規
定

に
よ

り
、

園
地
等
の

利
用
の
許

可
を

受
け

た
い

の
で

、
次
の
と

お
り
申

請
し

ま
す

。
 

申
請

区
分
 

 
 

物
品

の
販

売
、

募
金

そ
の

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

行
為

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

３
 

業
と

し
て

の
映

画
撮

影
 

 
 
４

 
興
行

 

 
 

競
技

会
、

展
示

会
そ

の
他

 

 
 

こ
れ

ら
に

類
す

る
催

し
 

利
用

す
る

場
所

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
（
別

添
図
面
の

と
お
り

）

利
用

目
的
 

 

利
用

面
積
 

㎡
 

利
用

人
数
 

人
 

利
用

期
間
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日

か
ら

 

 
 

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日

ま
で

 
日

間
 

園
地

等
利

用
料

の
額

 
円
 

 
 

 

備
考
 
 

注
 １
 

「
申

請
区

分
」

欄
は
、
該

当
す
る

番
号

を
○

で
囲

む
こ

と
。

 

２
 

個
人

が
申

請
す

る
場
合
は

、
申
請

者
の

氏
名

を
自

署
す

る
こ
と

に
よ

り
、

押
印
を
省

略
す
る
こ

と
が

で
き

る
。

 

○ 印

１
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
２

 
業

と
し

て
の

写
真

撮
影

 

５
 

 

 
千

葉
県

警
察

の
組

織
に

関
す

る
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
を

こ
こ

に
公

布
す

る
。

 

 
 

平
成

２
０

年
８

月
２

９
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

高
 

橋
 

 
節

 
子

 
 

 

千
葉

県
公

安
委

員
会

規
則

第
１

１
号

 

 
 

 
千

葉
県

警
察

の
組

織
に

関
す

る
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
 

 
千

葉
県

警
察

の
組

織
に

関
す

る
規

則
（

平
成

６
年

千
葉

県
公

安
委

員
会

規
則

第
１

５
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
第

４
条

中
第

７
号

を
第

８
号

と
し

、
第

６
号

を
第

７
号

と
し

、
第

５
号

の
次

に
次

の
１

号
を

加
え

る
。

 

 
（

６
）

取
調

べ
の

適
正

化
の

た
め

の
監

督
に

関
す

る
こ

と
。

 

 
第

５
１

条
の

２
の

見
出

し
を

「
（

公
安

委
員

会
補

佐
室

及
び

取
調

べ
監

督
準

備
室

）
」

に
改

め
、

同
条

第
１

項
中

「
公

安
委

員
会

補
佐

室
」

の
次

に
「

及
び

取
調

べ
監

督
準

備
室

」
を

加
え

、
同

条
に

次
の

１
項

を
加

え
る

。
 

３
 

取
調

べ
監

督
準

備
室

は
、

第
４

条
第

６
号

に
掲

げ
る

事
務

を
処

理
す

る
。

 

 
第

６
９

条
の

２
の

次
に

次
の

１
条

を
加

え
る

。
 

 
（

取
調

べ
監

督
準

備
室

長
）

 



  

五 

平成 20 年 8 月 29 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１２３３４号 
            

告

示 

千
葉
県
告
示
第
六
百
五
十
六
号 

 

自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
南
房
総
国
定

公
園
に
関
す
る
公
園
事
業
を
次
の
と
お
り
決
定
し
た
。 

 

そ
の
関
係
図
書
は
、
千
葉
県
環
境
生
活
部
自
然
保
護
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 

事
業
の
名
称 

事
業
の
種
類 

事
業
の
位
置
（
起
・
終
点
） 
決 
定 

年 

月 

日 

鯛
ノ
浦
線 

道
路
（
歩
道
） 

起
点 

鴨
川
市
（
小
湊
・
国
定

公
園
境
界
） 

終
点 

鴨
川
市
（
妙
の
浦
小
弁

天
島
） 

平
成
二
十
年
八
月
十
四
日

  

千
葉
県
告
示
第
六
百
五
十
七
号 

 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
の

五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
。 

 

そ
の
申
請
書
及
び
関
係
書
類
は
、
千
葉
県
環
境
生
活
部
廃
棄
物
指
導
課
並
び
に
北
総
県
民
セ
ン
タ
ー
香

取
事
務
所
及
び
海
匝
事
務
所
並
び
に
銚
子
市
産
業
環
境
部
生
活
環
境
課
及
び
銚
子
市
役
所
豊
里
出
張
所
並

び
に
旭
市
環
境
課
並
び
に
香
取
郡
東
庄
町
町
民
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 

一 

申
請
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

株
式
会
社
エ
コ
ア
ッ
プ 

千
葉
市
中
央
区
富
士
見
二
丁
目
二
一
番
八
号
マ
ル
エ
イ
第
八
ビ
ル 

代
表

取
締
役 

市
原
昭
美 

二 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所 

 
 

香
取
郡
東
庄
町
小
南
字
一
番
割
二
、
二
六
五
番
一
、
二
、
二
六
五
番
二
、
二
、
二
六
七
番
二
の
一

部
、
二
、
二
八
一
番
、
二
、
二
八
二
番
一
及
び
二
、
二
八
四
番
一 

三 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類 

 
 

産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場 

四 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類 

 
 

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
ゴ
ム
く
ず
、
金
属
く
ず
、
ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
及
び
陶
磁
器

く
ず
並
び
に
が
れ
き
類 

五 

申
請
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
年
七
月
十
八
日 

 

千
葉
県
告
示
第
六
百
五
十
八
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
原
都
市
計
画
用
途
地
域
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

市
原
都
市
計
画
用
途
地
域 

二 

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域 

 
 

市
原
市
平
田
字
忠
臣
台
及
び
字
八
石
の
全
部
の
区
域
並
び
に
根
田
字
宮
ノ
下
及
び
字
三
ノ
内
並
び
に

五
井
字
連
合
、
字
相
久
及
び
字
五
座
目
の
各
一
部
の
区
域 

 

千
葉
県
告
示
第
六
百
五
十
九
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
千
代
都
市
計
画
用
途
地
域
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 
一 
都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

八
千
代
都
市
計
画
用
途
地
域 

二 

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域 

 
 

八
千
代
市
大
和
田
新
田
字
石
亀
台
及
び
字
仲
木
戸
前
、
吉
橋
字
石
神
並
び
に
村
上
字
下
市
場
台
北
側

の
各
一
部
の
区
域 

 

千
葉
県
告
示
第
六
百
六
十
号 

第
６

９
条

の
３

 
取

調
べ

監
督

準
備

室
に

、
取

調
べ

監
督

準
備

室
長

を
置

く
。

 

２
 

取
調

べ
監

督
準

備
室

長
は

、
上

司
の

命
を

受
け

、
取

調
べ

監
督

準
備

室
の

事
務

を
処

理
し

、
部

下
の

職
員

を
指

揮
監

督
す

る
。

 

 
 

 
附

 
則

 

 
（

施
行

期
日

）
 

１
 

こ
の

規
則

は
、

平
成

２
０

年
９

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 
（

千
葉

県
警

察
職

員
の

補
職

及
び

職
の

設
置

に
関

す
る

規
則

の
一

部
改

正
）

 

２
 

千
葉

県
警

察
職

員
の

補
職

及
び

職
の

設
置

に
関

す
る

規
則

（
昭

和
５

１
年

千
葉

県
公

安
委

員
会

規
則

第
４

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
「

公
安

委
員

会
補

佐
室

長
 

 
 

 

 
 

第
３

条
の

表
職

の
欄

中
「

公
安

委
員

会
補

佐
室

長
」

を
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改

め
る

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

取
調

べ
監

督
準

備
室

長
」
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国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
調
査
と
し

て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 

指
定
年
月
日 

調
査
の
種
類 

調
査
を
行
う
者 

の
名
称 

調
査
地
域 

調
査
期
間 

平
成
二
十
年

八
月
二
十
九 

日 

地
籍
調
査 

富
津
市 

富
津
市
富
津
の
一
部
の

区
域 

平
成
二
十
年
八

月
二
十
九
日
か

ら
平
成
二
十
一

年
三
月
三
十
一

日
ま
で 

  

千
葉
県
告
示
第
六
百
六
十
一
号 

 

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
木
更

津
市
請
西
千
束
台
土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

木
更
津
市
請
西
千
束
台
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

木
更
津
市
真
舟
五
丁
目
五
番
二
号 

三 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
四
年
一
月
二
十
四
日 

四 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日 

 

千
葉
県
告
示
第
六
百
六
十
二
号 

 

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
四
街

道
市
成
台
中
土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

四
街
道
市
成
台
中
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

四
街
道
市
成
山
一
五
番
地
一 

三 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
八
年
六
月
十
一
日 

四 

変
更
の
内
容 

 
 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

変
更
前 

四
街
道
市
成
山
一
五
番
地
一 

 
 

変
更
後 

四
街
道
市
成
山
七
四
番
地
一 

五 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日 

公

告 

 
 

 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日
市
原
市
の
決
定
に
係
る
市
原
都
市
計
画
地
区
計
画
五
井
駅
前
東
地
区
地
区

計
画
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

平
成
二
十
年
千
葉
県
告
示
第
六
百
五
十
八
号
に
係
る
市
原
都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
は
、
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

平
成
二
十
年
千
葉
県
告
示
第
六
百
五
十
九
号
に
係
る
八
千
代
都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
は
、
都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
高
度
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日
市
原
市
の
変
更
に
係
る
市
原
都
市
計
画
高
度
地
区
の
関
係
図
書
の
送
付
が

あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日 
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千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 

  
 

 
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日
市
原
市
の
変
更
に
係
る
市
原
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
関

係
図
書
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
高
度
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日
八
千
代
市
の
変
更
に
係
る
八
千
代
都
市
計
画
高
度
地
区
の
関
係
図
書
の
送

付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る
。 

               

                                    

 
 

 
入

札
公

告
 

 
次

の
と

お
り

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

。
 

 
 

平
成

２
０

年
８

月
２

９
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

堂
 

本
 

 
暁

 
子

 
 

１
 

入
札

に
付

す
る

事
項

 

（
１

）
購

入
等

件
名

及
び

数
量

 
新

人
事

情
報

管
理

シ
ス

テ
ム

開
発

・
維

持
管

理
業

務
委

託
 

一
式

 

（
２

）
調

達
案

件
の

仕
様

等
 

入
札

説
明

書
に

よ
る

。
 

（
３

）
履

行
期

間
 

契
約

締
結

の
日

か
ら

平
成

２
６

年
３

月
３

１
日

ま
で

 

（
４

）
履

行
場

所
 

入
札

説
明

書
に

よ
る

。
 

（
５

）
入

札
方

法
 

地
方

自
治

法
施

行
令

（
昭

和
２

２
年

政
令

第
１

６
号

）
第

１
６

７
条

の
１

０
の

２
に

規
定

す
る

総
合

評
価

一
般

競
争

入
札

に
よ

り
行

う
の

で
、

入
札

書
等

（
入

札
書

及
び

提
案

に
係

る
性

能
、

機
能

、
技

術
等

に
関

す
る

書
類

（
以

下
「

業
務

提
案

書
」

と
い

う
。

）
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
を

提
出

す
る

こ
と

。
な

お
、

落
札

決
定

に
当

た
っ

て
は

、
入

札
書

に
記

載
さ

れ
た

金
額

に
当

該
金

額
の

５
パ

ー
セ

ン
ト

に
相

当
す

る
額

を
加

算
し

た
金

額
（

当
該

金
額

に
１

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

、
そ

の
端

数
金

額
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
）

を
も

っ
て

落
札

価
格

と
す

る
の

で
、

 
 

入
札

者
は

、
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る

課
税

事
業

者
で

あ
る

か
免

税
事

業
者

で
あ

る
か

を
問

わ
ず

、
見

積
も

っ
た

契
約

金
額

の
１

０
５

分
の

１
０

０
に

相
当

す
る

金
額

を
入

札
書

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

（
６

）
予

定
価

格
 

２
５

２
，

３
３

９
，

９
４

８
円

（
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
を

含
む

。
）

 

２
 

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

 

（
１

）
地

方
自

治
法

施
行

令
第

１
６

７
条

の
４

の
規

定
に

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
。

 

（
２

）
物

品
等

一
般

競
争

入
札

参
加

者
及

び
指

名
競

争
入

札
参

加
者

の
資

格
等

に
基

づ
き

、
委

託
に

お
い

て
Ａ

の
等

級
に

格
付

け
さ

れ
て

い
る

者
で

あ
る

こ
と

。
 

（
３

）
こ

の
公

告
の

日
か

ら
開

札
の

日
ま

で
の

間
に

、
物

品
等

一
般

競
争

入
札

参
加

者
及

び
指

名
競

争
入

札
参

加
者

の
資

格
等

に
基

づ
く

入
札

参
加

資
格

の
停

止
を

受
け

て
い

る
日

が
含

ま
れ

な
い

こ
と

。
 

（
４

）
こ

の
公

告
の

日
か

ら
開

札
の

日
ま

で
の

間
に

、
千

葉
県

物
品

等
指

名
競

争
入

札
参

加
者

指
名

停
止

等
基

準
（

昭
和

５
７

年
１

２
月

１
日

制
定

）
に

基
づ

く
指

名
停

止
を

受
け

て
い

る
日

が
含

ま
れ

な
い

こ
と

。
 

（
５

）
次

に
掲

げ
る

法
人

の
人

事
関

係
シ

ス
テ

ム
（

特
定

の
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
に

依
存

し
な

い
オ

ー
プ

ン
な

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

に
よ

る
人

事
関

係
業

務
に

関
す

る
シ

ス
テ

ム
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
の

開
発

の
業

務
を

受
託

し
た

実
績

を
有

し
て

い
る

こ
と

。
 

 
 

ア
 

国
、

地
方

公
共

団
体

、
独

立
行

政
法

人
（

独
立

行
政

法
人

通
則

法
（

平
成

１
１

年
法

律
第

１
０

３
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

独
立

行
政

法
人

を
い

う
。

）
、

国
立

大
学

法
人

（
国

立
大

学

法
人

法
（

平
成

１
５

年
法

律
第

１
１

２
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

国
立

大
学

法
人

を
い

う
。

）
又

は
民

法
（

明
治

２
９

年
法

律
第

８
９

号
）

第
３

４
条

の
規

定
に

よ
り

設
立

さ
れ

た
法

人
 

 
 

イ
 

ア
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
人

事
関

係
シ

ス
テ

ム
の

対
象

と
な

る
人

数
が

１
０

，
０

０
０

人
以

上
で

あ
る

法
人

 

３
 

入
札

書
等

の
提

出
場

所
等

 

（
１

）
入

札
書

等
の

提
出

場
所

、
契

約
条

項
を

示
す

場
所

、
入

札
説

明
書

の
交

付
場

所
及

び
問

い
合

わ
せ

先
 

〒
２

６
０

－
８

６
６

７
 

千
葉

市
中

央
区

市
場

町
１

番
１

号
 

千
葉

県
総

務
部

総
務

課
人

事
制

度
室

 
電

話
０

４
３

（
２

２
３

）
２

０
８

２
 

（
２

）
入

札
説

明
書

の
交

付
期

間
 

平
成

２
０

年
９

月
１

日
（

月
）

か
ら

５
日

（
金

）
ま

で
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

 

（
３

）
入

札
書

等
の

受
領

期
限

 
平

成
２

０
年

１
０

月
８

日
（

水
）

午
後

５
時

 

（
４

）
開

札
の

日
時

及
び

場
所

 
平

成
２

０
年

１
０

月
９

日
（

木
）

午
前

１
０

時
 

千
葉

県
庁

中
庁

舎
６

階
管

財
課

入
札

室
 

４
 

落
札

者
の

決
定

方
法

 
こ

の
公

告
に

示
し

た
委

託
契

約
を

履
行

で
き

る
と

千
葉

県
知

事
が

判
断

し
た

入
札

者
で

あ
っ

て
、

予
定

価
格

の
制

限
の

範
囲

内
で

有
効

な
入

札
を

行
っ

た
も

の
の

う
ち

、
総

合
評

価

一
般

競
争

入
札

に
よ

り
落

札
者

を
決

定
す

る
。

 

５
 

落
札

者
決

定
基

準
 

（
１

）
審

査
項

目
及

び
配

点
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区
分

 
審

査
項

目
 

配
点

 

入
札

書
 

入
札

価
格

に
関

す
る

事
項

 
１

０
０

点
 

基
本

的
事

項
 

２
０

点
 

シ
ス

テ
ム

機
能

要
件

 
１

２
０

点
 

シ
ス

テ
ム

非
機

能
要

件
 

６
０

点
 

開
発

要
件

 
３

５
点

 

移
行

要
件

及
び

教
育

要
件

 
２

０
点

 

運
用

要
件

及
び

保
守

要
件

 
３

０
点

 

成
果

物
 

５
点

 

開
発

実
績

 
５

点
 

業
務

提
案

書
 

開
発

及
び

維
持

管
理

の
費

用
 

５
点

 

３
０

０
点

 

（
２

）
審

査
項

目
の

評
価

方
法

 

 
 

ア
 

入
札

書
の

評
価

（
入

札
価

格
点

）
は

、
入

札
金

額
が

最
も

低
い

も
の

を
満

点
と

し
最

低
入

札
価

格
と

入
札

価
格

の
割

合
に

基
づ

き
点

数
と

す
る

（
小

数
第

３
位

を
四

捨
五

入
）

。
 

 
 

イ
 

業
務

提
案

書
の

評
価

（
加

点
審

査
点

）
は

、
詳

細
審

査
項

目
ご

と
に

各
配

点
内

に
お

い
て

絶
対

評
価

す
る

。
な

お
、

詳
細

審
査

項
目

は
、

入
札

説
明

書
に

よ
る

。
 

 
 

ウ
 

評
価

値
は

、
入

札
価

格
点

と
加

点
審

査
点

を
合

計
し

た
点

数
と

す
る

。
 

６
 

そ
の

他
 

（
１

）
契

約
手

続
に

お
い

て
使

用
す

る
言

語
及

び
通

貨
 

日
本

語
及

び
日

本
国

通
貨

 

（
２

）
入

札
保

証
金

及
び

契
約

保
証

金
 

免
除

 

（
３

）
入

札
者

に
要

求
さ

れ
る

事
項

 
こ

の
一

般
競

争
入

札
に

参
加

を
希

望
す

る
者

は
、

封
印

し
た

入
札

書
等

を
入

札
書

等
の

受
領

期
限

ま
で

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
入

札
者

は
、

開
札

日
の

前
日

ま
で

の
間

に
お

い
て

、
千

葉
県

知
事

か
ら

（
４

）
に

よ
り

提
出

し
た

申
請

書
等

に
関

し
説

明
を

求
め

ら
れ

た
場

合
は

、
そ

れ
に

応
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
４

）
入

札
参

加
資

格
の

確
認

 
こ

の
一

般
競

争
入

札
に

参
加

を
希

望
す

る
者

は
、

３
（

１
）

に
示

す
場

所
に

お
い

て
別

に
配

布
す

る
一

般
競

争
入

札
参

加
資

格
確

認
申

請
書

及
び

関
係

資
料

を
次

に
よ

り
提

出
し

、
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
の

確
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

な
お

、
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
の

確
認

を
受

け
て

い
な

い
者

は
、

こ
の

一
般

競
争

入
札

に
参

加
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
 

 
 

ア
 

提
出

期
限

 
平

成
２

０
年

９
月

１
０

日
（

水
）

午
後

５
時

 

 
 

イ
 

提
出

場
所

 
３

（
１

）
に

示
す

場
所

 

（
５

）
入

札
の

無
効

 
こ

の
公

告
に

示
し

た
入

札
参

加
資

格
の

な
い

者
の

提
出

し
た

入
札

書
等

、
入

札
者

に
求

め
ら

れ
た

義
務

を
履

行
し

な
か

っ
た

者
の

提
出

し
た

入
札

書
等

、
そ

の
他

入
札

に
関

す
る

条
件

に
違

反
し

た
入

札
書

等
は

、
無

効
と

す
る

。
 

（
６

）
契

約
書

作
成

の
要

否
 

要
 

（
７

）
そ

の
他

 
詳

細
は

、
入

札
説

明
書

に
よ

る
。

 

７
 

S
u
m
m
a
r
y
 

（
１

）
Nature and quantity of the services to be re

qu
ir
ed
: 
De
vel

op
me
nt
 a
nd 

ma
in
te
na
nc
e
 

 
 

o
f
 
P
e
r
s
o
n
n
e
l
 
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
S
y
s
t
e
m
 
 
 

（
２

）
C
o
n
t
r
a
c
t
 
p
e
r
i
o
d
:
 
F
r
o
m
 
t
h
e
 
d
a
t
e
 
o
f
 
c
o
n
t
r
a
c
t
 
t
o
 
3
1
 
M
a
r
c
h
,
2
0
1
4
 

（
３

）
T
i
m
e
 
l
i
m
i
t
 
o
f
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
f
o
r
 
t
e
n
d
e
r
i
n
g
:
 
5
:
0
0
 
P
.
M
.
,
1
0
 
S
e
p
t
e
m
b
e
r
,
2
0
0
8
 

（
４

）
T
i
m
e
 
l
i
m
i
t
 
o
f
 
t
e
n
d
e
r
:
 
5
:
0
0
 
P
.
M
.
,
8
 
O
c
t
o
b
e
r
,
2
0
0
8
 

（
５

）
C
o
n
t
a
c
t
 
p
o
i
n
t
 
f
o
r
 
t
h
e
 
n
o
t
i
c
e
:
 
G
e
n
e
r
a
l
 
A
f
f
a
i
r
s
 
D
i
v
i
s
i
o
n
,
 
G
e
n
e
r
a
l
 
A
f
f
a
i
r
s
 

 
 

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
,
 
C
h
i
b
a
 
P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
,
 
1
-
1
 
I
c
h
i
b
a
-
c
h
o
,
 
C
h
u
o
-
k
u
,
 
C
h
i
b
a
-
s
h
i
,
 

 
 

C
h
i
b
a
 
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,
 
2
6
0
-
8
6
6
7
 
J
a
p
a
n
 
T
E
L
 
0
4
3
-
2
2
3
-
2
0
8
2
 

 
 

 
入

札
公

告
 

 
次

の
と

お
り

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

。
 

 
 

平
成

２
０

年
８

月
２

９
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉

県
水

道
局

栗
山

浄
水

場
長

 
 

塚
 

本
 

 
 

 
誠

 
 

 

１
 

入
札

に
付

す
る

事
項

 

（
１

）
購

入
等

件
名

及
び

予
定

数
量

 
水

道
用

粉
末

活
性

炭
 

１
６

５
，

０
０

０
ｋ

ｇ
 

（
２

）
調

達
案

件
の

仕
様

等
 

入
札

説
明

書
及

び
仕

様
書

に
よ

る
。

 

（
３

）
履

行
期

間
 

契
約

日
か

ら
平

成
２

１
年

３
月

３
１

日
ま

で
 

（
４

）
履

行
場

所
 

松
戸

市
下

矢
切

１
，

４
２

５
番

地
 

千
葉

県
水

道
局

矢
切

取
水

場
 

（
５

）
入

札
方

法
 

入
札

金
額

は
、

単
価

を
記

入
す

る
こ

と
。

な
お

、
落

札
決

定
に

当
た

っ
て

は
、

入
札

書
に

記
載

さ
れ

た
金

額
に

当
該

金
額

の
５

パ
ー

セ
ン

ト
に

相
当

す
る

額
を

加
算

し
た

金
額

を
も

っ
て

落
札

価
格

と
す

る
の

で
、

入
札

者
は

、
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る

課
税

事
業

者
で

あ
る

か
免

税
事

業
者

で
あ

る
か

を
問

わ
ず

、
見

積
も

っ
た

契
約

金
額

の
１

０
５

分
の

１
０

０
に

相
当

す
る

金
額

を
入

札
書

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

２
 

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

 

（
１

）
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

２
２

年
政

令
第

１
６

号
）

第
１

６
７

条
の

４
の

規
定

に
該

当
し

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。
 

（
２

）
物

品
等

一
般

競
争

入
札

参
加

者
及

び
指

名
競

争
入

札
参

加
者

の
資

格
等

に
基

づ
き

、
物

品
に

お
い

て
、

Ａ
の

等
級

に
格

付
け

さ
れ

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
。

 

（
３

）
こ

の
公

告
の

日
か

ら
開

札
の

日
ま

で
の

間
に

、
物

品
等

一
般

競
争

入
札

参
加

者
及

び
指

名
競

争
入

札
参

加
者

の
資

格
等

に
基

づ
く

入
札

参
加

資
格

の
停

止
を

受
け

て
い

る
日

が
含

ま
れ

な
い

こ
と

。
 

（
４

）
こ

の
公

告
の

日
か

ら
開

札
の

日
ま

で
の

間
に

、
千

葉
県

物
品

等
指

名
競

争
入

札
参

加
者

指
名

停
止

等
基

準
（

昭
和

５
７

年
１

２
月

１
日

制
定

）
に

基
づ

く
指

名
停

止
を

受
け

て
い

る
日

が
含

ま
れ

な
い

こ
と

。
 

３
 

入
札

書
の

提
出

場
所

等
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（
１

）
入

札
書

の
提

出
場

所
、

契
約

条
項

を
示

す
場

所
、

入
札

説
明

書
の

交
付

場
所

及
び

問
い

合
わ

せ
先

 
 

 
〒

２
７

１
－

０
０

９
７

 
松

戸
市

栗
山

１
９

８
番

地
 

千
葉

県
水

道
局

栗
山

浄
水

場
総

務
課

 
電

話
０

４
７

（
３

６
３

）
４

１
９

５
 

（
２

）
入

札
説

明
書

の
交

付
期

間
 

平
成

２
０

年
８

月
２

９
日

か
ら

９
月

２
９

日
ま

で
（

千
葉

県
の

休
日

に
関

す
る

条
例

（
平

成
元

年
千

葉
県

条
例

第
１

号
）

第
１

条
に

規
定

す
る

県
の

休
日

を
除

く
。

）
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

 

（
３

）
入

札
説

明
会

の
日

時
 

入
札

説
明

会
は

実
施

し
な

い
。

 

（
４

）
入

札
書

の
受

領
期

限
 

平
成

２
０

年
１

０
月

８
日

午
後

５
時

 

（
５

）
開

札
の

日
時

及
び

場
所

 
平

成
２

０
年

１
０

月
９

日
午

後
２

時
 

千
葉

県
水

道
局

栗
山

浄
水

場
旧

管
理

棟
３

階
 

４
 

そ
の

他
 

（
１

）
契

約
手

続
に

お
い

て
使

用
す

る
言

語
及

び
通

貨
 

日
本

語
及

び
日

本
国

通
貨

 

（
２

）
入

札
保

証
金

及
び

契
約

保
証

金
 

免
除

 

（
３

）
入

札
者

に
要

求
さ

れ
る

事
項

 
こ

の
一

般
競

争
入

札
に

参
加

を
希

望
す

る
者

は
、

封
印

し
た

入
札

書
を

入
札

書
の

受
領

期
限

ま
で

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
入

札
者

は
、

開
札

日
の

前
日

ま
で

の
間

に
お

い
て

、
千

葉
県

水
道

局
栗

山
浄

水
場

長
か

ら
（

４
）

に
よ

り
提

出
し

た
申

請
書

等
に

関
し

説
明

を
求

め
ら

れ
た

場
合

は
、

そ
れ

に
応

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
４

）
入

札
参

加
資

格
の

確
認

 
こ

の
一

般
競

争
入

札
に

参
加

を
希

望
す

る
者

は
、

３
（

１
）

に
示

す
場

所
に

お
い

て
別

に
配

布
す

る
一

般
競

争
入

札
参

加
資

格
確

認
申

請
書

及
び

関
係

資
料

を
次

に
よ

り
提

出
し

、
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
の

確
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

な
お

、
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
の

確
認

を
受

け
て

い
な

い
者

は
、

こ
の

一
般

競
争

入
札

に
参

加
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
 

 
 

ア
 

提
出

期
限

 
平

成
２

０
年

９
月

２
９

日
午

後
５

時
 

 
 

イ
 

提
出

場
所

 
３

（
１

）
に

示
す

場
所

 

 
 

ウ
 

提
出

部
数

 
１

部
 

（
５

）
入

札
の

無
効

 
こ

の
公

告
に

示
し

た
入

札
参

加
資

格
の

な
い

者
の

提
出

し
た

入
札

書
、

入
札

者
に

求
め

ら
れ

た
義

務
を

履
行

し
な

か
っ

た
者

の
提

出
し

た
入

札
書

、
そ

の
他

入
札

に
関

す
る

条
件

に
違

反
し

た
入

札
書

は
、

無
効

と
す

る
。

 

（
６

）
契

約
書

作
成

の
要

否
 

要
 

（
７

）
落

札
者

の
決

定
方

法
 

こ
の

公
告

に
示

し
た

物
品

を
納

入
で

き
る

と
千

葉
県

水
道

局
栗

山
浄

水
場

長
が

判
断

し
た

入
札

者
で

あ
っ

て
、

千
葉

県
水

道
局

財
務

規
程

（
昭

和
３

９
年

千
葉

県
水

道
局

管
理

規
程

第
６

号
）

第
１

５
８

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

作
成

さ
れ

た
予

定
価

格
の

制
限

の
範

囲
内

で
最

低
価

格
を

も
っ

て
有

効
な

入
札

を
行

っ
た

も
の

を
落

札
者

と
す

る
。

 

（
８

）
そ

の
他

 
詳

細
は

、
入

札
説

明
書

に
よ

る
。

 

５
 

S
u
m
m
a
r
y
 

（
１

）
N
a
t
u
r
e
 
a
n
d
 q
ua
nt
it
y 
of
 t
he
 p
rod

uc
ts
 t
o 
be 

pu
rc
ha
se
d
:
 Po

wd
er
ed
 A
cti

va
te
d 
Ca
rb
on

 
 

1
6
5
,
0
0
0
 
k
g
 

（
２

）
T
i
m
e
 
l
i
m
i
t
 
o
f
 
t
e
n
d
e
r
:
5
:
0
0
 
P
.
M
.
,
8
 
O
c
t
o
b
e
r
,
2
0
0
8
 

（
３

）
C
o
n
t
a
c
t
 
p
o
i
n
t
 
f
o
r
 
t
h
e
 
n
o
t
i
c
e
:
G
e
n
e
r
a
l
 
A
f
f
a
i
r
s
 
D
i
v
i
s
i
o
n
,
K
u
r
i
y
a
m
a
 
W
a
t
e
r
 
P
u
r
i
-
 

 
 

f
i
c
a
t
i
o
n
 
P
l
a
n
t
,
C
h
i
b
a
 
P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
 
W
a
t
e
r
w
o
r
k
s
 
B
u
r
e
a
u
,
1
9
8
 
K
u
r
i
y
a
m
a
,
M
a
t
s
u
d
o
-
s
h
i
,
 

 
 

C
h
i
b
a
 
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,
2
7
1
-
0
0
9
7
 
J
a
p
a
n
 
T
E
L
 
0
4
7
-
3
6
3
-
4
1
9
5
 

 
 

 
入

札
公

告
 

 
次

の
と

お
り

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

。
 

 
 

平
成

２
０

年
８

月
２

９
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉

県
水

道
局

柏
井

浄
水

場
長

 
 

萩
 

野
 

 
 

 
秀

 
 

 

１
 

入
札

に
付

す
る

事
項

 

（
１

）
購

入
等

件
名

及
び

数
量

 
柏

井
浄

水
場

電
気

設
備

点
検

業
務

委
託

 
 

（
２

）
調

達
案

件
の

仕
様

等
 

入
札

説
明

書
及

び
仕

様
書

に
よ

る
。

 

（
３

）
履

行
期

間
 

平
成

２
０

年
１

０
月

１
４

日
か

ら
平

成
２

１
年

３
月

１
８

日
ま

で
 

（
４

）
履

行
場

所
 

千
葉

市
花

見
川

区
柏

井
町

４
３

０
番

地
 

千
葉

県
水

道
局

柏
井

浄
水

場
 

（
５

）
入

札
方

法
 

落
札

決
定

に
当

た
っ

て
は

、
入

札
書

に
記

載
さ

れ
た

金
額

に
当

該
金

額
の

５
パ

ー
セ

ン
ト

に
相

当
す

る
額

を
加

算
し

た
金

額
（

当
該

金
額

に
１

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

、
そ

の
端

数
金

額
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
）

を
も

っ
て

落
札

価
格

と
す

る
の

で
、

入
札

者
は

、
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る

課
税

事
業

者
で

あ
る

か
免

税
事

業
者

で
あ

る
か

を
問

わ
ず

、
見

積
も

っ
た

契
約

金
額

の
１

０
５

分
の

１
０

０
に

相
当

す
る

金
額

を
入

札
書

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

２
 

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

 

（
１

）
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

２
２

年
政

令
第

１
６

号
）

第
１

６
７

条
の

４
の

規
定

に
該

当
し

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。
 

（
２

）
物

品
等

一
般

競
争

入
札

参
加

者
及

び
指

名
競

争
入

札
参

加
者

の
資

格
等

に
基

づ
き

、
委

託
に

お
い

て
Ａ

の
等

級
に

格
付

け
さ

れ
て

い
る

者
で

あ
る

こ
と

。
 

（
３

）
こ

の
公

告
の

日
か

ら
開

札
の

日
ま

で
の

間
に

、
物

品
等

一
般

競
争

入
札

参
加

者
及

び
指

名
競

争
入

札
参

加
者

の
資

格
等

に
基

づ
く

入
札

参
加

資
格

の
停

止
を

受
け

て
い

る
日

が
含

ま
れ

な
い

こ
と

。
 

（
４

）
こ

の
公

告
の

日
か

ら
開

札
の

日
ま

で
の

間
に

、
千

葉
県

物
品

等
指

名
競

争
入

札
参

加
者

指
名

停
止

等
基

準
（

昭
和

５
７

年
１

２
月

１
日

制
定

）
に

基
づ

く
指

名
停

止
を

受
け

て
い

る
日

が
含

ま
れ

な
い

こ
と

。
 

（
５

）
過

去
１

０
年

以
内

に
、

上
下

水
道

又
は

工
業

用
水

道
の

施
設

に
係

る
特

高
受

変
電

設
備

及
び

配
電

設
備

の
点

検
業

務
契

約
を

元
請

け
と

し
て

締
結

し
、

履
行

し
た

実
績

を
有

す
る

者
で

あ
る

こ
と

。
 

３
 

入
札

書
の

提
出

場
所

等
 

（
１

）
入

札
書

の
提

出
場

所
、

契
約

条
項

を
示

す
場

所
、

入
札

説
明

書
の

交
付

場
所

及
び

問
い

合
わ

せ
先

 

 
 

 
〒

２
６

２
－

０
０

４
１

 
千

葉
市

花
見

川
区

柏
井

町
４

３
０

番
地

 
千

葉
県

水
道

局
柏

井
浄

水
場

総
務

課
 

電
話

０
４

３
（

２
５

９
）

５
５

３
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（
２

）
入

札
説

明
書

の
交

付
期

間
 

平
成

２
０

年
８

月
２

９
日

か
ら

９
月

２
４

日
ま

で
（

千
葉

県
の

休
日

に
関

す
る

条
例

（
平

成
元

年
千

葉
県

条
例

第
１

号
）

第
１

条
に

規
定

す
る

県
の

休
日

を
除

く
。

）
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

 

（
３

）
入

札
説

明
会

の
日

時
 

入
札

説
明

会
は

実
施

し
な

い
。

 

（
４

）
入

札
書

の
受

領
期

限
 

平
成

２
０

年
１

０
月

８
日

午
後

５
時

 

（
５

）
開

札
の

日
時

及
び

場
所

 
平

成
２

０
年

１
０

月
１

０
日

午
後

１
時

３
０

分
 

千
葉

県
水

道
局

柏
井

浄
水

場
会

議
室

 

４
 

そ
の

他
 

（
１

）
契

約
手

続
に

お
い

て
使

用
す

る
言

語
及

び
通

貨
 

日
本

語
及

び
日

本
国

通
貨

 

（
２

）
入

札
保

証
金

及
び

契
約

保
証

金
 

免
除

 

（
３

）
入

札
者

に
要

求
さ

れ
る

事
項

 
こ

の
一

般
競

争
入

札
に

参
加

を
希

望
す

る
者

は
、

封
印

し
た

入
札

書
を

入
札

書
の

受
領

期
限

ま
で

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
入

札
者

は
、

開
札

日
の

前
日

ま
で

の
間

に
お

い
て

、
千

葉
県

水
道

局
柏

井
浄

水
場

長
か

ら
（

４
）

に
よ

り
提

出
し

た
申

請
書

等
に

関
し

説
明

を
求

め
ら

れ
た

場
合

は
、

そ
れ

に
応

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
４

）
入

札
参

加
資

格
の

確
認

 
こ

の
一

般
競

争
入

札
に

参
加

を
希

望
す

る
者

は
、

３
（

１
）

に
示

す
場

所
に

お
い

て
別

に
配

布
す

る
一

般
競

争
入

札
参

加
資

格
確

認
申

請
書

及
び

関
係

資
料

を
次

に
よ

り
提

出
し

、
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
の

確
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

な
お

、
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
の

確
認

を
受

け
て

い
な

い
者

は
、

こ
の

一
般

競
争

入
札

に
参

加
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
 

 
 

ア
 

提
出

期
限

 
平

成
２

０
年

９
月

２
４

日
午

後
５

時
 

 
 

イ
 

提
出

場
所

 
３

（
１

）
に

示
す

場
所

 

 
 

ウ
 

提
出

部
数

 
１

部
 

（
５

）
入

札
の

無
効

 
こ

の
公

告
に

示
し

た
入

札
参

加
資

格
の

な
い

者
の

提
出

し
た

入
札

書
、

入
札

者
に

求
め

ら
れ

た
義

務
を

履
行

し
な

か
っ

た
者

の
提

出
し

た
入

札
書

、
そ

の
他

入
札

に
関

す
る

条
件

に
違

反
し

た
入

札
書

は
、

無
効

と
す

る
。

 

（
６

）
契

約
書

作
成

の
要

否
 

要
 

（
７

）
落

札
者

の
決

定
方

法
 

こ
の

公
告

に
示

し
た

委
託

契
約

を
履

行
で

き
る

と
千

葉
県

水
道

局
柏

井
浄

水
場

長
が

判
断

し
た

入
札

者
で

あ
っ

て
、

千
葉

県
水

道
局

財
務

規
程

（
昭

和
３

９
年

千
葉

県
水

道
局

管
理

規
程

第
６

号
）

第
１

５
８

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

作
成

さ
れ

た
予

定
価

格
の

制
限

の
範

囲
内

で
最

低
価

格
を

も
っ

て
有

効
な

入
札

を
行

っ
た

も
の

を
落

札
者

と
す

る
。

 

（
８

）
そ

の
他

 
詳

細
は

、
入

札
説

明
書

に
よ

る
。

 

５
 

S
u
m
m
a
r
y
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１

）
Na
t
u
r
e 
a
n
d
 q
u
a
n
ti
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o
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t
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s
e
rv
i
c
e
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u
i
r
ed
:
K
a
sh
i
w
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W
a
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u
r
i
f
i
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t
i
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P
l
a
n
t
 
C
o
n
s
i
g
n
m
e
n
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f
o
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c
h
e
c
k
 
d
u
t
i
e
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l
e
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i
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f
a
c
i
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i
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e
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T
i
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e
 
l
i
m
i
t
 
o
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t
e
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d
e
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0
 
P
.
M
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,
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0
0
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C
o
n
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a
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t
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i
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A
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i
v
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o
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,
 
K
a
s
h
i
w
a
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W
a
t
e
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u
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i
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f
i
c
a
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o
n
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l
a
n
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,
C
h
i
b
a
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r
e
f
e
c
t
u
r
a
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e
r
w
o
r
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r
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3
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K
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s
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i
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c
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n
a
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i
g
a
w
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r
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f
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u
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a
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T
E
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